
治療と仕事の両立支援 ～病気になっても安心して働ける職場づくり～

両立支援は、労働者・会社関係者・医療機関の連携がポイント

都道府県ごとにある産業保健総合支援センターにご相談下さい
専門の相談員（保健師・社会保険労務士）がお手伝いします

皆様、こんにちは。今回のテーマは「治療と仕事の両立支援」です。治療と仕事の両立支援は、

治療をしながら働く意欲・能力のある労働者が、職業生活の継続を妨げられることなく生き生きと

働き続けられる事です。企業にとっても人材の確保や「健康経営®」の実現など多くのメリットが

あります。労働者からの相談・申出により、労働者、主治医、会社が連携し、具体的な業務内容の

共有と医学的根拠に基づく就業上の配慮意見を参考に、可能な働き方を一緒に考えるのが両立支援

の流れです。病気になっても安心して働ける職場づくりをしましょう。

※健康経営®はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

●病気の労働者の復職させるタイミングや、主治医との連携方法が分からない
。

●各々の役割に応じた支援・活用方法を詳しく知りたい。

●社内体制づくりのための情報を知りたい。

●管理監督者、安全衛生委員会向けミニセミナーを受けたい。

労働者、会社双方の同意があれば個別調整支援も可能です。

●職場の巡視・配慮事項の相談

●主治医への同行受診と相談、復職支援調整など

●復職に当たっての両立支援プラン、配慮事項のアドバイス

個別相談

（電話・メール・来所）

個別調整支援

事業場訪問支援
啓発教育

他社取組事例や両立支援コーディ

ネーターなどについて詳しく知り
たい場合はこちら

ガイドライン、企業・医療連携

マニュアル、各種様式ダウン
ロードはこちら

両立支援にお役立ち情報は下記をご確認ください

医 師働く人

勤務情報提供書作成

❶働く人（患者）は医療機関に業

務内容などを記載して提出し

ます。

意見書の提出

❸医療機関が作成した意見書を

企業の相談窓口などに提出し

ます。

企 業

意見書の作成

❷業務内容などを参考に職場での
配慮事項をまとめた意見書を、働
く人（患者）に渡します。

両立支援プランの作成

❹意見書をもとに、働く人（患者）の
要望などを話し合いながら必要
な支援プランを作成します。

独立行政法人 労働者健康安全機構

愛知産業保健総合支援センター
〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル２階

TEL：052-950-5375 FAX：052-950-5377

ご利用時間 午前8時30分～午後5時15分（毎週土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

❶勤務情報提供書

❷意見書

❸意見書

❹両立支援プラン

●休職可能期間や復職についての社内規程を確認したい。

ご利用・

お問い合わせ・

ご相談は

ホームページより

教


